
 1 / 25 
 

平成２６年度第２回くまもと市男女共同参画会議 会議録（要旨） 

 

 

１ 日 時 

平成２７年２月１２日（木） 午後２時～午後４時 

 

２ 場 所 

熊本市役所 駐輪場８階会議室 

 

３ 出席委員７名（五十音順、敬称略） 

川内恵理、越地真一郎、鈴木桂樹（会長）、田﨑年晃、八谷由香、 

藤本典子、八幡彩子（副会長） 

 

４ 傍聴者 

 なし 

 

５ 会議次第 

（１）開会 

（２）議事 

議題１ 「男女共同参画に関するアンケート」（職員意識調査）及び 

    「男女共同参画社会実現に向けた企業意識・実態調査」結果 

について（報告及び意見交換）  

  議題２ 地域における男女共同参画の推進について（意見交換） 

議題３ その他 

 （３）閉会 

 

６ 会議録（要旨） 次のとおり 
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■議題１ 「男女共同参画に関するアンケート」（職員意識調査）及び 

   「男女共同参画社会実現に向けた企業意識・実態調査」結果 

について（報告及び意見交換） 

 

事務局より、「男女共同参画に関するアンケート」（職員意識調査）及び「男

女共同参画社会実現に向けた企業意識・実態調査」結果について報告し、今回

の調査結果を踏まえての議論のポイントについてそれぞれ提案。 

 

１ 「男女共同参画に関するアンケート」（職員意識調査）について 

 議論のポイント 

（１）育児・介護・家事へ男性の参画を促進するためには、どのような取組が 

必要か。 

（２）ワーク・ライフ・バランスを促進するためには、どのような取組が必要 

か。 

（３）女性職員の昇任への意欲向上のためには、どのような取組が必要か。 

（４）男性の意識改革をどのように進めるか。 

 

２ 「男女共同参画社会実現に向けた企業意識・実態調査」について 

（１）意思決定過程への女性の登用・参画をどのように促進していくか。 

（２）ワーク･ライフ･バランスを促進するためには、どのような取組が必要か。 

（３）子育てや介護支援等のサービスの充実には、どのような取組が必要か。 

 

（鈴木会長） 

 はい、ありがとうございます。少し、このアンケートについての議論を、時

間をとって行いたいと思います。 

 ２つあります。絡むと言いますか、関係するようなところも当然あるとは思

いますけれども、順序を２つに分けてですね。 

 まず、職員意識調査の方です。フリーでご意見いただければいいと思います

けれども、今、最後にポイントとして挙げていただいたような、育児、介護、

あるいは家事への男性の参画を促進するために、というような点であるとか、

あるいはワーク・ライフ・バランスを促進するために。それから、女性職員の

昇任を促進する、意欲向上のための手立てみたいなものが、どういったところ

があるのか。あるいは最後、男性の意識改革、こういったところも踏まえてご

意見を賜りたいと思います。どなたからでも結構です。 

（藤本委員） 

 今の４つのところではなくて、それに入るまでのことなのですが、アンケー
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トの回答についてです。同じような男女共同参画という文字が入ったアンケー

トを市職員と企業にされていますが、市の回収率が３０％となっています。市

の職員の場合ということで、だいたいそれくらいで満足をしているのでしょう

か。こういうものがあった場合、厳しく回収するような感じがあると思うので

すが。 

（事務局） 

 アンケートにつきましては、職員情報システムに庁内掲示板というシステム

がありますので、そこで掲示をしたり、あとは文書管理システムを利用して文

書で依頼しました。掲示板の方は、何回も掲載して協力を依頼したところです。

今回調査して分かったのですが、職員の中では、窓口の担当業務を中心にして

いる職員は、職員情報システムとは別のシステムを使っていることから、職員

アンケートをやっているという掲示板を、なかなか見ていただけなかったとい

うのが分りました。そういった部署には紙で印刷をして、それを当室に送って

いただくという方法をとってはいたのですが、十分ではなかったと思います。 

（鈴木会長） 

 それは私も気になっていて。一般の市民の方々に対するアンケートではない

わけですよね。それで、職員の働き方のいろんな改善も念頭に置きながら、そ

の材料にするというアンケートな訳ですから、これが３０％というのは。もう

一つの調査は、企業家の皆さんからは４７．１％答えていただいている訳です。

これと比べると、ちょっと見劣りがするなと、まあ正直なところですね。 

 どちらかというと人事課などと共同みたいなことで力を入れて、回答するよ

うに、みたいなことはなかったのですか。 

（事務局） 

 ちょうど同じ時期に、人事課の方も別の形で職員の働き方に関する内容を把

握するためにアンケート調査をとられていたので、時期的に職員から見て、ア

ンケートがたくさんあるな、という意識もあっただろうし、業務においてなか

なか掲示板を見ていただけないというのもございました。その辺りでアンケー

トの回収が低かったのかなと思っています。当室でも、女性の回答が低かった

ので、とても残念だったと思っています。もっと周知の方法を、掲示板だけで

はなく、紙ベースでも各課の方にもお知らせする方法がなかったかとは考えて

います。今後、回収率が上がるように努力したいと思います。 

（鈴木会長） 

 調査は初めての試みですかね。 

（事務局） 

 はい、そうです。 

（鈴木会長） 
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 次回からは、アンケートに答えることが業務であるということで、１００％

近い回収をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。 

 それでは他にアンケート自体についてとか、あるいは中身に入っていってい

ただいてご意見があれば。 

（八幡委員） 

 お忙しい中、アンケートを集めて分析していただいて感謝申し上げます。 

先ほどから出ておりますように、企業のアンケート結果と熊本市のアンケー

ト結果を比べて、回収率もそうなのですが、例えば、ワーク・ライフ・バラン

スの認知度というような数値についても、熊本市の方が低いのが少し残念だっ

たなと思ったところです。それで、熊本市として男女共同参画を推進するため

に、どのような研修の制度、あるいは推進計画、それから次世代育成支援の行

動計画、これ特定事業主で義務付けがありますので、おそらくそういう計画を

作って取り組んでおられるのではないかと思うのですが、そういう計画と照ら

し合わせて、今回の結果をどのように受け止めて、それから今後の取り組みに

結び付けようと熊本市の方で総括されておられるのかという、率直なところを

お伺いしたいなと思いました。よろしくお願いします。 

（事務局） 

 まず、職員意識の調査ですね。ご覧いただいたように、ご指摘のとおり、ワ

ーク・ライフ・バランスという言葉の認知度がものすごく低かったというのは

私共もショックでした。これを改善するためには、やはり認識させることが一

番重要ではないかということで、まず職員意識調査の結果を踏まえて研修を行

おうと、先週、２月２日に職員を対象にワーク・ライフ・バランスの促進に関

する研修を行いました。その研修の中でアンケートをとりまして、今回の研修

はどうだったかと尋ねたところ、ワーク・ライフ・バランスという言葉のイメ

ージだけではなくて、業務改善が必要なのだということですとか、ワーク・ラ

イフ・バランスが必要なのは女性に限らないことが分かったと、またワーク・

ライフ・バランスを良くすることが経済成長、業績のアップ、労働生産性の向

上に必要なことが分かった、ということですとか、働き方の改善点がよく見え

た、といったご意見もございました。また、生産性もなく残業もない職員への

アプローチを見直そうというアクションを起こしたいというご意見もございま

して、だらだらと仕事をしない、集中して働くためのタイムスケジュールを考

えるとか、またこういった研修はやはり管理職を対象に行ってほしいという意

見はすごく多かったところです。前向きな意見をたくさんいただいておりまし

て、これを踏まえ、管理職も含めて継続して研修を実施していただきたいとい

う意見も頂きました。今回は全職員を対象に研修したわけではございませんの

で、そういった形で新規採用の職員にも、ワーク・ライフ・バランスの周知を
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していただきたいのと、また当室でも継続して研修の方は実施していきたいと

考えております。 

あと、特定事業者行動計画については人事課にお願いします。 

（人事課） 

 ワーク・ライフ・バランスの考え方について、熊本市では、先ほど副会長が

お話されましたように、特定事業主行動計画の策定が義務付けられている一つ

の事業所でございます。本市でも計画を立てまして、これまでに男性職員の育

児休業取得率の向上であるとかといった、取り組みを行ってきたところでござ

いますが、現段階ではあまり高い達成度ではないような状況でございます。 

特に近年、少子高齢化対策、子育て支援ということが強く求められている中

で、今回、特定事業主行動計画の見直しも進めているところでございまして、

今、男女共生推進室と一緒になって職員のアンケート調査を基にどういった取

り組みをするか整理をしている段階でございます。その中で、子育てをしやす

い環境というのは、これはやはり、言い方を替えると、仕事と日常生活、家庭

生活のバランスがとれている、いわゆるワーク・ライフ・バランスのとれてい

る環境、これが裏を返せば子育てしやすい環境であるということで、本質的に

はワーク・ライフ・バランスも子育てしやすい環境も同じであるということが

見えてきたと。ということであるならば、先ほど男女共生推進室長の方からお

話がありましたように、女性の問題だけではなくて、男性職員も含めたところ

の働き方の問題であるというようなところも現在考えているところでございま

す。従いまして、現在、私共が見直している特定事業主行動計画におきまして

は、職員が気兼ねなく子育てをしやすいとか、あるいは休みやすいとか、ある

いは時間外勤務が多くないとか、そういった幾つかの観点がアンケートの中で

も浮き彫りになって参りましたので、そういったものに対応するような課題を

整理いたしまして、それに対して具体的にどういう取り組みをしていくか、現

在整理をしているところでございます。 

（八幡委員） 

ありがとうございます。 

（企画振興局次長） 

 熊本市として、どう全体を捉えるかということについて、お話をさせていた

だきます。今、具体的な話は男女共生推進室長と人事課長が述べた通りなので

すが、いずれにしても、熊本市としてまず、女性の管理職登用率とかを比べて

みると、政令市の中で非常に低い、下から１番目か２番目くらいです。それと、

審議会等の委員の女性の委員数も目標値として、全体の目標は５割なのですが、

計画期間中の目標は４割としていますが、未だ３割前後という状況で、これも

他の政令市に比べて非常に低い状況でございます。 
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それで、アンケート調査結果にも表れているように、ワーク・ライフ・バラ

ンスという言葉さえ知らないという状況ですので、我々としてはこれをきちっ

と認識をしていくというところと、もう一つは、大西市長の公約の中でも、女

性の活躍というところを、熊本市が率先してやります、ということを掲げられ

ていますし、内閣府の今の安倍内閣の成長戦略の柱の一つとして、地方と女性

と、この２つが大きな柱になっておりますので、ここが我々としてはチャンス

だと思っております。認識としては、非常に低い実態である、と。熊本市役所

そのものが低い実態であるということは、熊本市の企業や民間は、推して知る

べしと思ってますので、熊本市役所がやはり率先していかなければならない、

こういう低い状態の中で率先していかなければならないけれど、トップの意向、

あるいは国の動向を見ても、今がいろんな施策を打つのにチャンスだというこ

とで、ぜひ、この審議会の中でこのような実態を踏まえていろいろご意見をい

ただきながら、次年度以降の具体的な取り組みに繋げて行きたいということで

議題にさせていただいたところでございます。以上でございます。 

（八幡委員） 

 ありがとうございます。以前、熊本市の次世代育成支援の計画などを見せて

いただきましたところ、とても高い水準で、計画自体はとても立派なものを作

成されているなと思いました。ただ、達成率が低いということで、そのあたり

の働きかけと言うのでしょうか、そのあたり工夫を要するのかなと思った次第

です。よろしくお願いします。 

（鈴木会長） 

 はい、ありがとうございました。他にどうでしょうか。 

（越地委員） 

 後から企業とか入るのでしょうが、やっぱり市の職員の初めての調査結果、

初めての取り組みは非常に注目もいたしました。回収率の問題は先ほどから出

ている通りなので、ぜひ、上げていただきたい。私はこう思っています。男女

共同参画に限らず、社会に何か大きな動きを起こす時には、企業が先に動くか、

行政が先に動くか。その２つで分かりやすく括ったときに、この問題は、行政

が先に動く問題ではないかなと思っています。例えば、企業であれば、採算性

とかいろいろ現実的な問題が行政以上に現実のものとして出てきます。もちろ

ん、行政も採算というのは考えなければいけないのですが、それよりもですね、

やはり行政は一つの理念に向かって、自分たちが引っ張っていくのだ、という

ことがあってもいいと思います。問題によっては、民間の動きを見ながら行政

がそれを適切にフォローしていくというやり方もあると思います。一方では、

行政が先頭に立つ。分かりやすい例では、私は、週休二日制というのは、行政

が引っ張ったという印象を持っています。なかなか土曜日に企業は休むという
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のは大変だったのです。勇気がいる。でも、先に学校が休んで、行政が休んで。

最初はこんな声がありましたよ。“いいなあ、公務員というのは”その頃あった

のです。でも、そのお陰で今、広がっていますよね。それに類した問題かなと

思っています。ですから、“市の職員の人は男性も育児休業をもう８割もとって

いるらしいよ、いいよなあ”という声がある意味、プラスになるという要素を

含んでいると思います。それは批判にも繋がりますけどね。やはり“公務員て

楽だよな”と短絡的に思う人もいるかもしれませんが、いや、違うと。新しい

動きを作るためには市が先頭に立つのだと。そのうちのテーマの一つがこれで

ある、というような認識をですね、まず大きな枠としては持っていただきたい。

では、そのためにどうするかという点でいきますと、やはり意識が前提と思い

ます。何か対策を立てていく上でも、意識がないところに対策立てたとしても

空回りしますよね。それで、意識の土壌ができている上で対策を立てれば、浸

透しやすいと思います。よってこの結果が非常に寂しい。アンケートの回収率

の話にまた戻りますと、３割しか答えていませんので、穿った見方すれば、意

識の高い３割が答えたのかなという気さえするわけです。では、意識の低い７

割が答えない。高い人が答えて、初めてこの言葉（ワーク・ライフ・バランス）

聞きますというのが３８％。では他の７割を入れたら、これもっと寂しい数字

になるであろう、という推測も成り立つわけですね。ただ、これ終わったこと

ですから、もう今回は仕方ないです。でも、２回目、３回目なさる時には、ぜ

ひ、回収率も高めていただきたい。そして、では研修を、という話が先ほどあ

りまして早速なさった、と聞いています。ぜひこれを、６，０００人職員を全

部対象にする研修をやるぐらいのはまり（気構え）がないと一種のポーズで終

わるのかな、と。一応、危機感を持って研修もやりました、形としてはそうな

るのでしょうが、いや、全員にやりました、というぐらいのですね、はまり（気

構え）になると、これが危機感を持った結果になれば逆に幸いということにも

なるのですが。 

少し余談ですみませんが、私、議会にいろいろと関わっていますので、議員

さんたち、あるいは執行部と話すときに、一つ提案をして、早速ある町は実行

をするようですけれども。町民に議会を傍聴してほしいと言います。非常に傍

聴者が少ない。確かにその通りです。一方で、町の職員は傍聴したことあるの

でしょうか、と問うと、ほとんどないと言うのですね。だから、まず、全職員

に一回議会を傍聴させたらどうでしょうか、と。業務で、交代でですね。その

辺から始めないで、職員は傍聴したことはありません、でも住民には傍聴はす

べきですよと。この辺の矛盾というのはどこにも付きまといますね。似たよう

な傾向がここにも見えるかと思います。今、企画振興局次長がおっしゃった、

市としても力を入れていきたいというポイントであれば、それを、他の市と同
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じ程度の取り組みではなくて、“何か異常にこの問題にこだわっているな、市は。

何かおかしいんじゃないか”と思われるくらい、力を入れていただければと思

います。以上です。 

（鈴木会長） 

 はい、ありがとうございます。熊本市の場合は組織として大きいですけれど

も、周辺の市レベルでも同じ研修を３回、４回やって、全員がローテーション

で全部聴く、全員が必ず聴くみたいな工夫をしています。そういう意味では、

なかなか全員、６，０００人ですか。全部聴いていただくというのはなかなか

大変なことではあろうかとは思うのですけれども、やっぱりその辺、工夫のし

どころかなと思っています。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

（田﨑委員） 

 先ほどお話がありました、熊本市職員の方へのアンケートと同じように、企

業へのアンケートの中で、ワーク・ライフ・バランスを知らない方が大体３割

でした。回答された方は代表者の方、役員の方、人事担当者の方が多いようで

すので、比較的意識が高いはずの方でもそれだけ知らない方が多いというのは、

一つの問題として考えなければいけないと思います。 

また、熊本市職員へのアンケートで、昇任意欲に関する設問への回答として、

給料が増えるから、自己啓発したいからという意見が多かったようです。別の

見方をすれば、設問の問題かもしれませんが、個人的な欲求、個人的な意欲が

多いようにも思われます。この結果から推測するに、昇任試験のやり方が、自

分で手挙げして昇任試験を受験する方法であることから、このような回答が多

いのではないかと推測されます。 

これに対し、例えば上司から動機づけによる推薦形式により昇任試験を受験

する方法であれば、組織貢献意欲の視点から昇任意欲に繋がるのではないかと

思われます。その場合、昇任意欲の設問への回答は、おそらく組織に貢献した

いとか、行政に貢献したいとか、個人的要素よりも組織や地域に対する貢献意

欲に関する意見が多くなるのではないかと思われます。 

昇任試験のあり方について、何かご検討されていることはありますか。 

（人事課） 

 昇任試験のあり方なのですが、この昇任試験は課長級は平成１６年度から導

入をしているところでございます。その意図としましては、やはり昇任をして

いくときの公平性であったり、あるいは透明性であったりというものを確保す

るという観点からは、こういった試験制度は非常にメリットがあるというよう

に感じているところでございます。一方で、やはり試験制度でございますので、

何度もチャレンジをして、結果、昇任できない職員については、モチベーショ

ンを下げてしまうような、そういったデメリットもあるのかなと感じていると



 9 / 25 
 

ころでございます。そういった意味では、この試験のあり方については、常に

公平性、透明性を確保できるような視点を持ちつつも、そういったモチベーシ

ョンの維持や、本当に登用すべき職員が昇任しているかどうかということを確

保できるような、そういった見直しは適宜行っていく必要があるというふうに

は思っているところでございます。 

（田﨑委員） 

 実際には、自分で手挙げして受けられるような仕組みですか。 

（人事課） 

 一定の要件がございます。課長補佐を経験して２年を経過してという受験資

格の要件が満たされれば、あとは本人が受験を意思表示して試験を受ける、と

いうことになっております。 

（鈴木会長） 

 民間ではどうされているのですか。 

（田﨑委員） 

 うちの病院では、上司からの推薦形式で昇格試験を実施しています。人事考

課を含め、日頃の仕事への意欲と言いますか、仕事ぶりを見ながら評価をし、

家庭環境にも配慮しながら昇格試験の受験に向けて上司が動機づけを行い、そ

の上で人事室に上司が推薦し、試験にエントリーする流れです。それが、一般

的な方法であるかは分かりませんが。 

（鈴木会長） 

 それは、背中を押すような上司のアドバイスというのは、市の中でもされて

いることなのでしょうか。 

（人事課） 

 昇任試験は、単なる試験の点数だけではございませんで、その試験を行う際

の人事評価の点数についても、それを加えて加味をしておりますので、日常の

評価はその昇任の際に十分にそのようには取り入れているところでございます。

その際に、上司から日常的に指導を受ける、あるいはその上司に、仕事の進め

方に対して評価をするというような、日常的なやり取り、上司からの指導等が

あっておりますので、そういった中で適宜、背中を押すような場面もあるので

はないかというふうには認識しているところでございます。 

（鈴木会長） 

 はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

（藤本委員） 

 今の答えに関連してなのですが、課長補佐を２年経験してということなので

すけれども、課長補佐になるためにはどんなステップ、自動的に上がるのか、

そこに上司の推薦とかがあるのかというのはどのようになっているのでしょう
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か。 

（人事課） 

 課長補佐については、試験制度ではございませんで、係長級の職に一定の経

験を見て、人事の方で昇任を認定すると言いますか、昇任を認めるというよう

な方式で課長補佐級に上げているところでございます。それとその際に、通常、

人事評価を行っておりますので、そういった上司の評価等を勘案しながら人事

サイドで課長補佐級に昇任をさせているということでございます。 

（鈴木会長） 

 はい、ありがとうございます。 

（田﨑委員） 

 今の答えに関連して、うちの病院の例として、役職にもよりますが、かつて

は手挙げ方式で運用していました。女性が多い組織であり女性の活躍が重要で

ありながら、女性職員の手挙げが少ない状況がありまして、先ほど鈴木会長が

おっしゃったように、上司が後押しすると言いますか、本人の不安を解消でき

るよう組織的にフォローし、昇任意欲を高めるという意味でも、上司が推薦す

る方法に切り替えた経緯があります。女性の昇任意欲の向上という目的として

は、上司からの推薦方式も良い方法ではないかと思います。 

（人事課） 

 先ほど申し上げましたように、昇任試験制度のメリットあるいはデメリット

というものを踏まえながら、やはり試験だけで十分かと言われれば、そうでは

ないという認識も持っております。何らかの形で、それを補完する形で、例え

ば今お話しいただいたような推薦といったことも、昇任試験制度を補完する形

で取り入れるということも必要ではないかというふうには考えているところで

はございます。 

（鈴木会長） 

 考えないといけないな、と思うのは、昇任の意欲の話ですけど、これはやは

りワーク・ライフ・バランスとも関わってくるのではないかと思います。もっ

と言うと、働き方の問題に関わってくるのではないかなと思います。言葉替え

て言うと、どういうポスト、あるいはどういう働き方に昇進したいのか、昇任

したいのかというところも他方では考えていかないといけないのではないかと。

あまり昇進意欲がないというのは、おそらくは、ご自分が働いておられる職場

の上司の働き方を見て、“ああはなりたくないよね”っていうのが、仮にあると

するとですね、やっぱり上司は上司としてやはり生き生きとそれなりにワー

ク・ライフ・バランスを保ちながら仕事をしているという、ここのところもや

はり同時に視野に含める必要があるのかなと。そういう意味では少しお伺いし

たいのですが、今回、主幹以下のアンケートということでございましたけど、
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管理職の方々の同様な、同じような質問項目にはならないと思いますが、どう

いう意識を持っておられるのかなと。そういうところも、もし他で調査されて

いるような例があれば何かご示唆いただければと思いますけれども。 

（事務局） 

 すみません。管理職に対してのアンケートはとっておりません。 

（鈴木会長） 

 ワーク・ライフ・バランスでよく言われるのは、トップの意思、企業のアン

ケートの中に出てきたと思いますけど、トップの意思はものすごく大きな影響

を与えるというのと、そのトップの意思を介して職員に接する管理職層の意識

改革というのはとても大事だというふうに言われているので、その辺の管理職

の意識のあり方というのも、一つ念頭に置いていく必要があるのかなと思いま

す。 

他いかがでしょうか。もしなければですね、企業の方の調査もしていただい

ていまして、これもなかなかおもしろい調査結果になっていると思いますが、

こちらについても何かご意見なり、ご質問なりがあれば出していただきたいと

思います。 

（藤本委員） 

 学校の管理職のことです。九州で女性管理職の会議というのをしますが、そ

こでペア、校長・校長のペアとか、校長・教頭のペア、教頭・教頭のペア、夫

婦でやっていることの統計を毎年出していきます。熊本県はいつも最低です。

福岡県とはぜんぜん数が違っています。また校長・校長のペアというのは、ほ

とんど何組かという形です。さっき管理職が楽しく仕事をすると言う話が出ま

した。“ああなろう”と思ってくれるよう私たちも毎日楽しそうにしているつも

りです。その時に、やはり今までの慣習があって、つい最近までは夫が校長に

なっていくと妻は辞めたり、ぜんぜんそういう道を選ばなかったりっていうこ

とが何の規定もないのですがありました。私たちも、今、先ほどの調査で現れ

る数が熊本県がとても少ないので、後押しをして試験を受けていただくのです

が、やはり夫との関係で止まってしまうというのが、一つの大きなネックにな

っているとも思えます。もう少しその辺りが柔軟になってくれば、どんどん女

性も増えていくは思います。熊本市の場合で、管理職同士のペアとか、そうい

うのがたくさん増えてきているのか、少ないのかというのを一つお尋ねしたい

のと、個人的なことですけど、やはり同じような仕事をすることによって男性

の意識が、かわってくると思います。同じ仕事をしているからこそ、変わって

くることもある。だから、管理職を夫がしたら妻は普通の職でずっと通すとか、

そういう例が市役所の場合も多いのか。いや、そうではなく対等に両方で頑張

っているペアがたくさんおられるのか教えてほしい。そういう姿勢が若い人に
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響いていくと思うのですが、そこをお尋ねさせていただいてよろしいですか。

（人事課） 

 現在の人事配置におきまして対等であるかないかというところについてどう

いう評価がいただけるかという事ですが、差を求める形での配置は特段考えて

おりません。それぞれの人事配置の場合はその職に応じてその職を遂行できる

かという点で配置しているところございます。結果的にそれがどういう評価を

されるかという事については、委員がご指摘のような視点での分析は行ってお

りません。 

（企画振興局次長） 

熊本市は、女性・男性問わず夫婦で管理職というケースはたくさんおり、も

ちろん現在も増えてきているところです。 

おっしゃられるように、男性が管理職になったから女性が引っ込むというケ

ースはありません。ですから、夫婦ともに管理職の方はたくさんおられます。 

ただ、人事配置上、同じ場所や同じ局に配置しないなどの配慮はいたします。 

男性・女性関係なくご夫婦で管理職として頑張っている例はたくさんあると

思います。それで何か問題があるという事はございません。 

（藤本委員） 

そういう事であれば、私たち学校関係よりも熊本市の人事運営は進んでいる

のだろうと思いました。 

（鈴木会長） 

 立ち入ったことをお聞きしますが、職場結婚は多いのですか。 

（企画振興局次長） 

多いですね。たくさんいらっしゃいます。 

（鈴木会長） 

先生同士のご結婚は結構いらっしゃいますよね。 

（藤本委員） 

はい。 

（鈴木会長） 

ありがとうございます。他にいかがですか。 

企業調査は、前回に比べてかなりの回収率が上がったようですね。そういう

意味でデータ的に面白いと思いました。 

このデータの貴重なところは、対象は従業員が５人以上ですよね。経済産業

省が行う調査は中小企業も含めています、とはいうものの、まず５０人以下の

数値はでてきませんよね。中小企業というのは３００人から１００人以上です。

そういう意味では、こういう調査は現場に即した実情を反映していると思い面

白く読みました。 
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 その中で、先ほども言いましたけれど、ワーク・ライフ・バランスに取り組

むきっかけなども聞いていただいて、「トップの方針」というものが突出してい

るとか、最近中小企業の経営問題についてのアンケート結果を見る機会があり

まして、その中で、いの一番に中小企業としての経営課題のトップが「人材の

確保」です。そういうものと照らし合わせると、ワーク・ライフ・バランスに

取り組んだが故に出てきたメリットとして「優秀な人材が辞めないですむ」と

いうことがクリアに出ています。そして本編の自由記述がとても面白かったで

すね。 

こういったところをヒントに見比べながら行政として「こういう会社でこう

いう事をしている」という事を内閣府が「見える化サイト」というものを立ち

上げて色々な企業の取り組みをインターネットで見えるようにしていて、まだ

まだ充実する余地はあるのでしょうけれど、そういう意味では地方においても

熊本市は、“熊本市の企業でこんな事をやっている”とか“こんな事態にぶつか

ってこんな風にして解決しました”という、情報を公開するときに仲介役割の

機能を行政が果たしていくというものも、これから企業がこういう問題に取り

組む上ではとても有効な計画だと思います。そういう計画はありますか。 

（事務局） 

 企業実態調査の結果を踏まえますと、ワーク・ライフ・バランスの意識は熊

本市役所よりも若干高いですが、全体的にはまだまだ低いです。経済団体や協

議会などと協力し連携しながら、企業に対するセミナーを行いたいと思ってお

ります。 

またそれを一過性で終わらずにワーク・ライフ・バランスが進んでいる企業

や、今後ワーク・ライフ・バランスや女性の活躍を促進したいという企業の人

事担当者や係長レベルの管理職の方々を集めましてワークショップ、ワーキン

グという形で、まだまだ進んでいない企業との意見交換や交流をすることで認

識をしてもらうのと同時に、取り組んでいる企業の情報を収集し、情報発信を

するような事をやっていきたいと考えています。 

（八幡委員） 

 先日はあもにいの運営審議会でも発言させていただきましたが、熊本市から

はあもにいへ「こういう事業をするように」という申し送りの一つに両立支援

がありまして、「パパと子どものクッキング教室」などの事業で委託をされてい

るようですけれど、両立支援の部分で企業を対象にした“どんな両立支援ある

のか”“ワーク・ライフ・バランスの実現するための方策がある”などの研修講

座を充実させてもいいと思いました。今後ご検討をしていただければと思いま

す。 

（事務局） 
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はい。わかりました。 

（鈴木会長） 

自治体によってはワーク・ライフ・バランスなり、ダイバーシティなり男女

共同参画、あるいは女性の活躍などについて社会労務士とか中小企業診断士な

どに自治体に登録をしてもらい企業から相談があった時にそういう方々の仲介

を行い研修に行って頂くというところもあるようです。今のところそういう形

はとっていらっしゃいますか？ 

（事務局） 

男女共同参画出前講座を行っています。今年は特にワーク・ライフ・バラン

スをテーマとした研修を行いたいという申込を受け講師の方にお話をしていた

だきました。 

（鈴木会長） 

わかりました。他にご意見はありますか。 

（越地委員） 

企業の男女共同参画における入口ですね。つまり採用時点ではどのようにな

っているのでしょうか。ただ今日は、民間企業は把握しようがないでしょうが、

市役所の採用で男女共同参画は意識していらっしゃいますか。また昔とはそう

とう変わったなど。その辺りはいかがですか。 

（人事課） 

採用試験に当たりましては、男女は同比率で申込みが行われています。 

（鈴木会長） 

採用結果はいかがですか。 

（人事課） 

成績順ですので、大体同比率になっているかと思います。 

（越地委員） 

成績順ですと女性がいいですよね。そればかりだとおかしな社会になるので

クオータ制ではありませんが、男性枠に入ってしまうのですよね。 

市役所はその辺りは関係なく、例えば女性ばかりが成績がよかったら女性だけ

多く採用するのですか。 

（人事課） 

はい。男女問わず成績順です。 

（越地委員） 

それでは今結果として男女同比率という事ですね。 

企業はそういう事が働いているのですよね。ペーパーテストだけで判断する

のはおかしいので、面接という判断が入りますが、面接という要素が入ると判

断が変わります。入口でまだまだ改善されていない。それが改善されないと中
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の数のバランスは最初から崩れると思います。 

（事務局） 

皆様に今日お配りいたしました参考資料に女性職員の割合というグラフを付

けさせていただいていますが、平成１４年度は職員数に占める女性職員の割合

が２７．９パーセントだったのが、直近の平成２６年度では３１．７パーセン

トという事で約４パーセント程度女性職員の割合が増えているという状況にな

っています。 

（鈴木会長） 

これは将来が楽しみではありますけれど、問題なのがその比率が管理職の比

率に反映されていくのかという事ですよね。これからポイントになっていくの

だと思います。 

（越地委員） 

これまでは少ない女性の数からどう引き上げるかという女性の登用の問題が

ありましたが、これからは女性の全体数が多くなれば管理職は女性が多くて当

たり前という事になりますよね。しかし、それが実態ではないという事になる

と相当問題があることに繋がってくると思います。今は女性職員が多くなって

いるが、管理職の段階になると少ないという事ですね。昔とは条件が違ってき

ますので、そういった視点も併せて持つ必要があると思います。 

（鈴木会長） 

小学校などはそうですよね。 

（藤本委員） 

学校も現場は女性が多いですけど、本人たちの意識の問題もありますし、管

理職になった場合の条件整備も整っていないと思います。教頭になった場合の

拘束時間とかを考えても管理職になったら本当に大変という事に対して、整備

をすすめていかないと増えていかないと思います。 

（鈴木会長） 

他にご意見はありませんか。 

（八谷委員） 

最初の意見に戻ってしまいますが、市の職員を対象に行ったアンケートです

が、女性の回答者が少ないのはなぜなのか考えていました。目的から考えると

女性職員でしたら回答したくなるのではないかと思いましたが、なぜ回答が少

ないのだろうと思っていました。女性に届きづらい何かがあるのか、女性が答

えづらい何かがあるのか、先ほど理由に「窓口業務の方が」とおっしゃられて

いましたが窓口業務は女性が多いという事ですね。女性の回答が少ない事が気

になりました。理由はありますか。 

（鈴木会長） 
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なぜ女性の回答が少なかったかという議論はされましたか。 

（事務局） 

当室でも女性の回答者が少なかったことに驚きました。女性の声を聞きたか

ったので、聞けなかった事がとても残念です。職場、あるいは業務の関係上だ

と思いますが、周知の仕方に不足していたかなと思います。掲示板を毎日確認

できる方ばかりではありませんので、掲示板の告知だけでは不足だったと思い

ます。 

結果的に女性の回答は少なかったのですが、各課へのアンケートへの回答を

促すための働きかけが少なかったと思います。 

（鈴木会長） 

色々な形でご意見をいただきましたが、企業に対してワーク・ライフ・バラ

ンスの取り組みを推進していく、あるいは意思決定過程における女性の参画を

推進するにはどういう事ができるのか何かご意見がございましたらお願いしま

す。 

（男女共同参画センターはあもにい館長） 

アンケートを見せていただき、ワーク・ライフ・バランスの意識が低いとい

う結果に私たちの果たすべき役割が果たされていないという事を痛感しており

ます。指定管理者として３年経過していて、毎年市から指定されていますワー

ク・ライフ・バランスの講座は年２回以上という事で決まった数の講座やイベ

ントは実際に実施していますが、その中で見えてきているのは企業へのアプロ

ーチがかなり難しいことです。そのような事業を行っても参加者が少ないとい

うことで試行錯誤をしてきましたが、次年度は経営者協会や商工会議所と連携

をとりながら実施しようと考えております。 

 それと、実際に実施した中で見えてまいりました事は、ワーク・ライフ・バ

ランスが中小企業、零細企業にはなかなか手に届かないと申しますか、現状お

かれている状況が厳しいのでという意見が先に立っている気がします。その中

で必要なのは、第一にトップの意識改革ですけれども、企業の状況によって差

がありますので、みなさん同じようなやり方では浸透しないなと思います。 

トップは意識が変わりつつあるけれども、上層部、管理職の方々の慣習が変

えられない、今までのやり方だから変えられない、表面的にはワーク・ライフ・

バランスを理解し、実践しているように見えているけれど実際に働いている方

はそういう風に受け止められていないなど、パターンに分けると４つくらいに

分けられるのですが、啓発があり、次に現状分析があり、次に導入のコンサル

ティングのようなものが必要だと思います。更にそこへ行政の助成などのメリ

ットを感じられるものがなければワーク・ライフ・バランスの企業への浸透は

難しいと思います。 
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先ほど越地委員がおっしゃったように、行政が先頭を切って効果があるとい

う事を思い切って見せていただくことがワーク・ライフ・バランスの実現に繋

がると思います。 

実は先日熊本県の会議に参加しておりましたが、１年かけて話し合いを進め

ても企業の理解は不足しています。行政の思い切ったリーダシップが必要なの

だと思います。 

子育てや介護サービスの支援については、現状をしっかり確認していただき

たいと思います。例えば保育施設などは、かなりできていますけれど、実際は

企業の保育園を作っても募集人数に達していないなどの状況が出ているようで

す。なぜそのような事がおこるのかという理由を企業の方が把握されていない。 

今まで私が取材などをして感じました事は、家から離れたところにある職場の

保育園では仕事をする上では便利ですけれど、自分の子どもが小学校へ入学す

る上で自分の子どもだけが地元の保育園ではないという事で、特に年長児をお

持ちの保護者は避けていらっしゃるようです。職場の近くの保育園でも全員が

利用されるわけではないようです。現場の声を聞いた上での子育て支援が両立

支援においては大切だと思います。 

以前、学校の先生方への取材の仕事をしていた時に、“女性の校長先生が少な

いのはどうしてなのでしょう”と女性の校長先生へお尋ねしたところ、ご夫婦

で教職員をしていらっしゃる方でしたが、「夫は当たり前のように校長になった

けれど、自分が校長の試験を受けるときは家族会議をしなければならなかった」

と、話されていました。現在の『管理職のあり方』が、女性が昇任を望まない、

望めない理由でもあると思います。この比率は変わらないのではないかと思い

ました。 

「学校が水害にあった時に、家の事を全て置いたまま学校へ行かなければな

らないという責任を負えるのか負えないのか、それが自分にとっては大きかっ

た。災害にあった時に家も被害にあっているのに、いの一番に学校へ駆けつけ

た時に、子どもが泣きました。そこまで自分が腹をくくれないと女性が校長に

なる事は難しいです。」と仰っていました。 

（鈴木会長） 

ありがとうございます。お話伺いまして、中小企業にこういった政策をはた

らきかける時に、例えば「ワーク・ライフ・バランスをやれば業績が上向きま

すよ」という話は、話としては分かるけれどもなかなか取り組まない。それは、

自社の実状にあった取り組みをしないと定着はできないのだという事ですね。

そういう意味では、先ほどのお話にあったように、様々な実状に合わせて取り

組むという事は大切なことだと思います。そういう意味でも品揃え、色々な引

き出しを準備する事は大事だと思います。こういう場合、こんなことがあった。



 18 / 25 
 

あんなことがあった、という中から、自社の取り組みのヒントになるようなと

ころをピックアップしていただくような答えが大事なのだと思います。 

ワーク・ライフ・バランスと一言で言うけれど、色々な入口があっていいし、

色々な取り組みがあっていいので、言葉で表せないような取り組みもワーク・

ライフ・バランスであったという、特に中小企業の場合はあるのだと思います。 

そういう取り組みや配慮はとても大事だと思います。 

（越地委員） 

私は最初に“意識がないと何の対策をとっても空回りすると思います”と申

しました。そして今、引き出しやメニューをそろえる事が大事と。この二つを

考えた時に根底にあるのはインフラ整備だと思います。これは「言わずもがな」

なので出てこないのでしょうけれど、子育て、介護、育児などのインフラ整備

がない限りどんな事を求めても無理だと思います。だって仕事をしたくてもで

きない。仕事をしている上で昇進という話が出てくるのですが、辞めざるえな

いという根っこの問題があり、これは言い古された課題ですから改めて出てこ

ないのですけれど、それがあり初めて意識がありメニューがありという見解に

なってくると思います。インフラは簡単にできないという話ですけれど、市が

やろうと思えばできる事、政令市として力を入れる事でかなりの部分で変化で

きるのではないかと思います。 

横浜市が「待機児童０」と掲げました。その事で他からそこを狙っての流入

があり弊害もあったようですが、「待機児童を０にしてみせる」という意気込み。

ありきたりでない、思い切った事をやらないと浸透しません。 

同じ言葉を１０年も２０年も言って「頑張りました」という事になるのでし

ょうが成果に繋がらない。インフラ整備は当たり前のことなのでしょうが、改

めて確認しておきたいと思います。 

（鈴木会長） 

そうですね。インフラ整備は行政にしかできない事ですね。いの一番は社会

的な基盤を整える事。これには一番力を入れていただきたいと思うのと、運用

にも工夫をしていただきたい。それと先ほど話しにもありましたけど、こちら

の保育園には空きがあるのにそちらの保育園は溢れている、というような事で

すね。自治体によっては色々な工夫をされているので、そんな事を含めてイン

フラ整備というものは大切だと思います。 

 

■議題２ 地域における男女共同参画の推進について（意見交換） 

 

（鈴木会長） 

それでは次の議題２の「地域における男女共同参画推進について」です。 
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具体的には地域推進員制度についてのご意見をお願いします。本日配布いた

しました資料をご覧ください。越地委員が１月１９日に地域推進員研修の講師

を務められ、その時に感じられた事、あるいはこれまでの感想などのご発言を

頂いて、それを出発点にして議論していきたいと思います。 

その前に先に事務局より地域推進員制度についての説明をしていただきます。 

 

 事務局より、男女共同参画地域推進員制度について説明。 

 

（越地委員） 

今説明あったような趣旨でささやかながら私も実践させていただきました。

手元に資料をつくっていただいております。テーマというのは、変なタイトル

をつけましたが、昭和２８年ごろこのような流行語があったそうです“戦後強

くなったのは、女と靴下である”。この場合の靴下と言うのはストッキングのこ

とですが。女性と靴下が強くなったという流行語です。言わんとしたいところ

は、靴下は確かに強くなったけれど、女性は戦後７０年弱いですよ、というの

が趣旨なのです。それを切り口としては、新聞記事で色々つないで現在を見て

みようというのが私の研修の趣旨でした。ただ、話はわずかでして、そのあと

参加の皆さんにディベートなどを急遽割りふって行い、なんら準備のなかった

皆さんでしたので戸惑っておられたかと思いますが。私は逆に準備していなか

ったことが面白いと思いました。今思っていることをそのまま出しましょう。

例えば選択性夫婦別姓であるとか、クオータ制とかを賛否に別れて話し合いを

する、という内容でした。 

 よく、男女共同参画が進まないときに、国会議員の数や市会議員の数、ある

いは市職員の女性管理職の登用率などとなるのですが、確かに国会議員や市議

会議員の男女数はいびつですが、地域の人にとっては別世界なのです。グロー

バルな視点を持つことも大事ですが、一方で我が足元はどうだろうか、という

ことを皆さんと一緒に考えたかったというのが大きな狙いです。足元とは何か

といいますと、町内の自治会長など、自分達でやろうと思えばどうにでもでき

ることが今どうなっているのか。これ実は国会議員などの比率よりさらにいび

つな状態にあるといえます。それが以前からずっと続いている状況です。これ

を変えきらずして、何で社会が変わるかという話です。 

それで、その啓発の役割を担うのが男女共同参画地域推進員の皆さんであろ

うと考えます。もちろん市でもそういう位置づけで再度力を入れていこうとい

うことであるかと思います。いままでの２６５名から数を１０分の１に縮小し

てスタートした第１回目の勉強会と受け止めています。その中で私が感じるこ

とは、この地域推進員というは極めて大事だなと改めて思いました。非常に地
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味なので目に見えないですけれど、こういうところから浸透させていかないと、

最終的には進まないのかなと。例えば配偶者暴力相談支援センターをつくると

いうと取り組みが目に見えますが、地域推進員の活動はどうなのという問いか

けをわたしたちはしません。しかし、そういう根っこがあっての男女共同参画

の施策だと思いますので。ただ言うは易く行うは難しで、地域推進員が何をや

るのか、具体的にどんな活動ができるの、ということになると課題山積である

と思います。失礼な言い方をしますと、１０年続いているということですが、

やはり形骸化、マンネリ化しているという印象は持ちます。これは熊本市に限

らずどこもそうかなと思います。趣旨があって、身近に、地元にこういった人

を置こうとなっているが、実際何を行っていいか分からない。では、どうする

のか、ということはこれから議論になるでしょう。私は、自治会長の推薦を得

るというところにひとつの限界があるのではないかと考えます。やはり自治会

長の推薦としますと、“うちの町内からひとり出さないといけないから、誰か行

かんね、行って聞くだけでいいから・・・”とこういう人が全部だとはいいま

せんが、かなり多いですよね。だから公募制をどうやって取り入れるかとか、

地域推進員の人選はスタートとしてあるのではないかと思います。自治会長推

薦だけでは寂しいと思います。 

ご存知だろうと思いますが、天草市の男女共同参画推進団体「つんのでネッ

ト」というのがあります。「つんので」というのは天草の方言で「一緒にやりま

しょう」という意味ですね。私は毎月１回このグループと勉強会をやらせても

らっています。多少制度は違うと思いますが、天草市のこの男女共同参画推進

団体「つんのでネット」は、参加する人の会費が５００円いります。会員にな

るための参加費ですよ。そして事業主は１，０００円出さないといけない。私

達は天草市の男女共同参画に興味があります、ついては、参加費を払って勉強

会に加わりたい、という組織があります。熊本市もあるのかもしれませんが、

そういうのもあってもいいのかなと思います。男女共同参画を考える有志の勉

強会です。もちろん根っこは市役所が支援していますから、市のお墨付きの団

体ということで、軽はずみな行動はないということですね。 

とにかく、男女共同参画地域推進員ということは、大事だと改めて思いまし

た。大事であるがゆえに課題も多い。ひとつは形骸化、マンネリ化。そして、

根っこあっての色々な施策だと思いますので、皆さんの意見を聞きたいなと思

います。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございました。 

実は、私もこの講師をしたときに冒頭聞いたことがあります。“皆さんここに

集まっておられるけれども、自治会長に行ってきてくれないかと言われてとり
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あえず来ました”という方どれぐらいおられますかと。正直な方々でほぼ全員

が手を挙げられました。まあ、そういうきっかけから入ってもいいからそこか

らどうつなげていくか、とは思うのですが。越地委員のおっしゃったような地

域推薦の限界というのは私も考えていたところです。 

それでは、地域推進員制度に関してのご質問等でも、地域において男女共同

参画をどう進めていくかという観点でも構いません。また、日ごろ思っておら

れることでも出していただければと思います。 

（川内委員） 

私は社会保険労務士という仕事の立場上、出産・育児をしながら仕事を続け

たい方、やめたい方などたくさんの方と関わっています。先ほど鈴木会長が言

われたように人材不足、人材の確保ができず難しいという意見もあります。 

しかし、その根底に従業員の方から、私は妊娠したのですが、どうしたら一

番得ですか、という質問を受けます。それは、育児休業を取ってお金をもらい

ながら休むのが得なのか、どういう風な働き方をした方が得なのか、そこの価

値観なのですが、制度のことを知らないという方も多いと思います。それは育

児給付金が出る・出ないもそうですし、出産手当金がある・ないですとか、そ

ういう方々がどういう風に働いていったらいいのかなど。ですがそれは根底に、

働くということは家族の支えとか保育園とか、そういった環境が整っていない

とできないので、それが自分と家族ですね、企業がどれだけ戻ってきて欲しい

といっても、なかなか難しいこともありますし、逆に育児休業を長く取っても

いいと言われても、その間（生活や仕事のスキルアップを）どうしようかとい

う問題が多いです。それをひとりひとりの方にお伝えしたいのですが、なかな

かそういった機会をいただくことは少ないので。 

先ほど（男女共同参画センターはもにい館長が）企業にお伝えすることは難

しいとおっしゃっていましたが、例えば、就職される前の時点の学生さんに、

男子学生には協力が必要なのだと言うことをお伝えして欲しい。また、女子学

生には子育てしながらでも働けるという選択肢もあるし、いったん辞めて家庭

に入ってまた戻ってくるという選択肢もあるし、色々な選択肢があると思いま

す。これだけですよ、とか、ワーク・ライフ・バランスという事を言ってしま

うと、こうしなければ、というイメージもあると思うので。 

自分がどうしたいのか、また、どういう方法があるのかということを長期的

に考える機会とか、そういうことを考えて就職していただくと、結婚してすぐ

辞めるとかにつながらないのかなと常々思っていましたので、今回お伝えしま

した。 

もう１つは、先ほどの地域推進員ことですが、私も年長の子どもがおりまし

て、近くの保育園幼稚園にやっていないので、周りには友達が少ない状態なの
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ですが、小学校になると子ども会などもできて周りとの関係もできてくると聞

いたのですが、その前の段階ですとなかなか情報が入ってこなくて。周りの方、

どこにどのお子さんが住んでいらっしゃるとか。マンションに住んでいると、

もちろん管理人さんや周りの方と少しは接点があるのですが、働いていると平

日はなかなかそういうコミュニケーションをとることが少なくて、休みになる

と、またそれも少なくて。となると近所づきあいができないという環境もある

ので、地域推進員の方を増やしていただいて、小学校だけでなくて、小さいお

子さんのいらっしゃるところも安心して地域と関われる環境をぜひつくってい

ただきたいと思っています。 

（鈴木会長） 

ありがとうございます。 

地域推進員の人たちに、具体的にためになるような情報提供とかの役割を果

たしてもらうと定着できるのではないかというご意見ですね。そういう意味で

は地域推進員の方にイベントや、取り組みをやってもらうというのとは違うの

ですね。私お話伺っていてイメージしたのは、総務省に行政相談員制度があり

ます。これは民間委託で熊本市に１６０人程いると思います。そういった方々

が地域におられて、道路が傷んでいるとか、ここが危険だなど、行政が絡むよ

うな苦情を吸い上げてその相談に応じたり、相談だけで解決しない場合は行政

に橋渡ししたりするというような役割をされているという制度があります。 

そういう意味では、地域推進員に、子育てとか男女共同参画がらみの困りご

とや問題があったときに相談に応じるなどの役割の中で活躍していただくのも

ひとつかなと思って聞いておりました。 

（八谷委員） 

感想といいますか、地域推進員さんの資料を見て思ったことです。まず、地

域推進員の方は高齢の方が多いなと思いました。さすがに、自治会の中でも、

年間の当番の班長をやる場合は、順番で行うので若い世帯もいるのですが。今

年は私も班長をやっているのですが、自治会長さんとか、長年、自治体活動を

されている方は１０年単位で同じ役員をされている方が多いので、その方の推

薦で選ぶというのに私も違和感があります。それから、もう１つは、男女共同

参画という切り口での地域推進員なのに、なぜ男性ばかりが講師なのかなと思

いました。ロールモデルというか、男女共同参画を伝える人が男性ばかりでは

ないと思ったので、違和感がありました。 

それから、川内委員が先ほど言われました、若い世代というのは、私もとて

もいい切り口だと思います。地域推進員という立場やどういう役割かというの

は別として、今後地域や社会を担っていく人たちに、この男女共同参画のこと

を伝える、あるいは、若い世代の方に役割というかポジションがあるのも面白



 23 / 25 
 

いかなと思いました。 

それから、この会議が男女共同参画推進の審議会なので、それこそ地域推進

員の方にこの会議を傍聴していただいたらどうだろうか、と思いました。 

（鈴木会長） 

 具体的な提案をしていただきました。確かに自治会は高齢化してきていて、

越地委員の問題提起にもありましたが、自治会推薦というのもあってもいいと

思うのですが、そうではないルートも広げてもいいのではと思います。という

のは、政令市ですから、社会の中はかなり都市化をしていて、地域に張りつい

て解決できる問題も当然あるのだけれど、社会全般に横断的に活動をされてい

る方は多いと思います。そういう方々が自発的に手を挙げて地域推進員になっ

ていただく。そのルートも私は設けてもいいのではないかと思います。 

地域の推薦を得るというのは、要綱に定められているのでしょうか。 

（事務局） 

 新しい要綱には、推薦という文言は入れておりません。確かにご指摘のとお

り以前は推薦を得るとしておりました。現在、はあもにいのウィメンズ・カレ

ッジの受講生などにも呼びかけているところであります。また、それと同時に

女性団体の方にも、ぜひ地域推進員としてご参加いただけるような働きかけは

するようにしております。 

 また、県で実施されています地域リーダー研修に市から推薦しまして、県で

１年間受講された研修生の方と、その後の接点がなかったものですから、今年

度は地域リーダー研修生が４名おられますので、その方々と地域推進員の方々

との交流や情報共有する機会を設けていきたいと思っております。 

（鈴木会長） 

ありがとうございます。色々なところで新しい試みをやっていただけるとい

うことをお伺いしました。他にいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。では第１の議題や第２の議題をとおして何かありませ

んか。 

 

 ■ 議題３ その他 

 

（鈴木会長） 

この冊子について教えてください。 

（事務局） 

この「女性のためのサポートハンドブック」は平成２１年度から発行してい

るもので、女性のライフステージに応じた情報を取得するときに、まとまった

情報紙がなかったので、ライフイベントごとに情報を得ることができるような
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ものは作れないだろうかとの要望をいただきまして、この冊子を作るようにな

りました。 

非常に好評を得ておりまして、窓口設置後に追加希望があり、増刷したこと

もあります。 

（鈴木会長） 

市の窓口というのは区役所などですか。 

（事務局） 

はい、区役所や総合出張所、またハローワークなどにも設置しています。 

（八幡委員） 

 この冊子もですが、情報紙はあもにいもできるだけ広く周知していただく方

法はないのかなと思っております。窓口に行ける方はいいのですが、そうでは

ない方こそ、こういった情報が必要でないかと思いますので、できるだけあま

ねく情報が行き届くような工夫をお願いします。 

（事務局） 

 市のホームページからダウンロードできるような環境も整えております。 

（鈴木会長） 

 ＰＲというか、広報についてはどこの自治体も悩まれているようで、どこか

の自治体はコンビニに設置していますなども聞いたことありますね。できるだ

け目に触れる形でお願いします。この冊子は役に立つものだと思いますので。 

（越地委員） 

繰り返しになりますが、地域推進員については極めて大事な制度であると思

いますので、来年度以降具体的にどういう取り組みにしていくのか改めて協議

をしていただいた方がいいかと思います。例えば、名称もなにか作るとか。ど

うしても地域推進員とかなると何をしているか分かりにくいですよね。何か愛

称をつくって誇りをもってもらう。それから今までどちらかというと研修を受

講することが多かったと思うのですが、受信型ではなく、本人たちが発信する

発信型の団体ですね。こういうことをやろうよ、とか発信する団体になるとい

いですね。そういう発信する団体になると活動が活性化すると思います。ぜひ

力を入れていただきたい分野ですので、どうぞよろしくお願いします。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございました。 

（男女共同参画センターはあもにい館長） 

ひとつＰＲさせていただいてよろしいでしょうか。 

今度はあもにいで内閣府からの助成を受けて「クマモト・ウーマン」という

ことで、熊本で活躍されている女性５１名を学生が取材した冊子を作りました。

今日間に合えば持ってきたかったのですが、明日完成します。 
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先ほど委員のおっしゃった学生への働きかけ、はあもにいでもそれが一番重

要かなと思っております。今年度は、はあもにいフェスタにもボランティアの

学生２０数名、そして今回の冊子作成にも、県内の学生２５名。男子学生も含

めて参加してくれたので、この冊子を見ていただくと学生も少しずつ私達の活

動に参加してきているということが分かると思います。先ほどおっしゃってい

ました地域推進員の方にも学生の参加もあっていいのではないかな、と話を聞

きながら思いました。現在私達のところに、学生さんたちがたくさん関わって

くれていますので、話をしながら繋げていければと思っております。そして、

その学生のレポートの報告会を３月８日のミモザフェスティバルで行います。

学生達が、こんな思いで取材しましたという報告をしますので、ぜひお時間が

ありましたらおいでください。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございました。 

男性のためのサポートハンドブックもできるような時代になればいいなと思

いました。中小企業の深刻な問題ですけれども、介護で突如退職される中堅社

員の問題というのはこれから出てくると思いますし、現に出てきているのです

が、そういった時に辞めなくて済む方法とかですね。やっていただいていると

は思いますが、まだ浸透していないと思いますので、そういう情報も同時に広

まっていけばと思います。 

それではお時間がきたようなのでよろしいでしょうか。みなさま毎回活発な

意見をいただいてありがとうございました。それでは、最後は事務局にお返し

します。 

（事務局） 

ありがとうございました。 

委員の皆さま方には、２年の委嘱期間にわたりご審議をいただきましてあり

がとうございました。 

これで平成２６年度第２回くまもと市男女共同参画会議を終了します。 

 


